
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人竹内卯一上告趣意について。

　しかし、少年法五〇条に引用されている同九条（従つて少年審判規則一一条）の

規定は、少年に対する刑事事件の審理方針についての準拠規定であつて、裁判所が

なるべく同条所定の者の所定の事項について例示の専門的知識を活用して調査を行

うように努めなければならないとする訓示的規定である。されば、仮りに裁判所が

同条に準拠しなかつたとしてもその規定の性質上審理手続を違法ならしめるもので

はない。しかも、本件記録によれば原審審理が同条所定の方針に従つてなされたこ

とを窺い知るに難くはない。要するに、所論は結局原審に任かされている審理の範

囲程度を非難するに帰し上告適法の理由となし難い。

　よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

　この判決は裁判官全員の一致した意見である。
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